
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及

び
一
般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表第１ 

  １～1205 （略） 

  1206 吸収性食道用ステント 

  1207 薬剤溶出型吸収性副鼻腔
くう

用ステント 

別表第２ 

  １～2039 （略） 

2040 皮膚引締め用超音波照射器 

別表第１ 

  １～1205 （略） 

  （新設） 

（新設） 

別表第２ 

  １～2039 （略） 

（新設） 

 


